
令和８年５月検針分水道料金計算方法 

【計算例】口径１３ミリで５１㎥使用した場合 

⑴ 使用水量を各２分の１に按分し、４月と５月として算出します。１㎥未満の端数

が生じる場合は４月分の使用水量を切り上げます。 

４月分：５１㎥÷２＝２５．５→２６㎥（１㎥未満端数切上げ） 

５月分：５１㎥÷２＝２５．５⇒２５㎥（１㎥未満端数切捨て） 

⑵ 使用水量と新旧料金比較表から４月分と５月分の従量料金額をそれぞれ算出し

ます。 

４月分（２６㎥）：１０㎥×  ７０円＝    ７００円 

   旧料金    １０㎥×１２５円＝１，２５０円 

            ６㎥×１５０円＝    ９００円    

                                    ２，８５０円 

５月分（２５㎥）：１０㎥×  ８０円＝    ８００円 

   新料金    １０㎥×１３５円＝１，３５０円 

            ５㎥×１６０円＝    ８００円    

                                    ２，９５０円 

⑶ 新旧それぞれ１か月分の基本料金（１３ミリ）、従量料金を合算後に消費税及び

地方消費税額を加算します（１円未満端数切捨て）。 

６，９００円×１１０／１００＝７，５９０円 

 水道料金 ７，５９０円 

 基本料金 従量料金
 ４月分（２６㎥） ５００円 ２，８５０円
 ５月分（２５㎥） ６００円 ２，９５０円



令和８年５月検針分下水道使用料計算方法 

【計算例】口径１３ミリで５１㎥使用した場合 

⑴ 使用水量を各２分の１に按分し、４月と５月として算出します。１㎥未満の端数

が生じる場合は４月分の使用水量を切り上げます。 

４月分：５１㎥÷２＝２５．５→２６㎥（１㎥未満端数切上げ） 

５月分：５１㎥÷２＝２５．５⇒２５㎥（１㎥未満端数切捨て） 

⑵ 使用水量と新旧料金比較表から４月分と５月分の従量使用料額をそれぞれ算出

します。 

４月分（２６㎥）：１０㎥×  ７０円＝    ７００円 

   旧料金    １０㎥× ９０円＝  ９００円 

            ６㎥×１２０円＝    ７２０円    

                                    ２，３２０円 

５月分（２５㎥）：１０㎥×  ８５円＝    ８５０円 

   新料金    １０㎥×１１０円＝１，１００円 

            ５㎥×１４５円＝    ７２５円    

                                    ２，６７５円 

⑶ 新旧それぞれ１か月分の基本使用料（口径に関わらず共通）、従量使用料を合算

後に消費税及び地方消費税額を加算します（１円未満端数切捨て）。 

６，３９５円×１１０／１００＝７，０３４．５円（１円未満端数切捨て） 

下水道使用料 ７，０３４円

 基本料金 従量料金
 ４月分（２６㎥） ６００円 ２，３２０円
 ５月分（２５㎥） ８００円 ２，６７５円


